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Ⅰ 総括研究報告 

平成 27 年度愛知県における認知症高齢者の徘徊に関する実態調査について  

研究代表者 鈴木隆雄 国立長寿医療研究センター

はじめに 
 
高齢社会の進展とともに認知症高齢者は増加し、わが国での最新の調査によれば、６５

歳以上の高齢者において認知症有病率は１５％、平成２４年度人口での推計では４６２万

人、さらに軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment: MCI）は１３％、約４００万人と

推計されている。今後も高齢者、特に後期高齢者の増加とともに認知症者数は加速度的に

増加することになる。 
 
認知症対策の中で徘徊は最も困難かつ遅れている課題の一つであり、早急に解決すべき

課題である。すなわち認知症高齢者の徘徊とそれに続く行方不明、さらにはその後不幸な

転機をたどるといった特有の問題は高齢者本人のみならず、家族や地域社会、そして日本

の社会全体にとっても重要な問題である。 
 
今後の国家の指針として、高齢者も含め全ての人々が慣れ親しんだ地域において安心し

て暮らし続けることの可能なシステムとして「地域包括ケアシステム」が推進されてゆく

ことになっている。 認知症高齢者の対応に関しての問題はまさにこの「地域包括ケアシ

ステム」の究極の解決すべき課題とも考えられる。 
 
本研究では平成２７年度に実施された、愛知県下における認知症高齢者の徘徊に関する

県下全自治体および愛知県警察のデータを収集し、それらを適切に分析することによって、

認知症高齢者の徘徊の実態を明らかにするとともに、徘徊を生ずる高齢者本人の特性のみ

ならず、家族や介護者あるいは地域環境、自治体の特性そして社会環境等についても分析

を行い、今後の徘徊対策に関する糸口を見出すべく調査研究を行った。 
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研究の概要 
 
本研究では、平成２６年度の愛知県下における認知症高齢者の徘徊に関するデータを県

下５４市町村および県警察の利用可能な（連結不可能匿名化された）データについて提供

を依頼し、収集されたデータについて分析したものである。その結果５４市町村データか

ら徘徊・行方不明が確認されているケースは、平成２４年度は２１１名、平成２５年度は

３０７名、そして平成２６年度は４１４名となっており、認知症高齢者の徘徊・行方不明

のケースは年々増加していることが明らかとなっている。また同じ平成２６年に愛知県内

で認知症により行方不明となったとして警察に届けられたケースは９５０件に上っている

（この中には同一人が複数回届けられたケースもあるため、市町村のケースよりも大きな

データとなっている）。

さらに本研究では愛知県警察より提供された認知症高齢者で徘徊・行方不明となったケ

ースの中で発見時に死亡が確認された１６例については、その特徴について詳細な分析を

試みたほか、市町村が取り組んでいる徘徊予防対策についての聞き取りデータ、さらには

県内各地域で取り組んでいるボランティアによる認知症サポーターに対する徘徊対応に関

する分析も行った。

上記のような広範な視点からの認知症高齢者の徘徊・行方不明に対する対応の普及啓発

として本報告書のほか、（自治体向け）「徘徊対応マニュアル」、（一般市民向け）「認

知症高齢者の外出・帰宅困難を対象とした街づくりパンフレット」、および（認知症サポ

ーター向け）「徘徊対応マニュアル」を作成した。合わせてご参考にしていただければ幸

いである。

研究組織 

研究代表者 鈴木隆雄（桜美林大学 老年学総合研究所長、

国立長寿医療研究センター総長特任補佐）

研究分担者 斎藤 民（国立長寿医療研究センター

老年学・社会科学研究センター 室長）

村田千代栄（国立長寿医療研究センター

老年学・社会科学研究センター 室長）

鄭 丞媛（国立長寿医療研究センター

老年学・社会科学研究センター 研究員）

井上祐介（岡山県立大学 保健福祉学部 助教）

研究協力者 安藤智恵 （国立長寿医療研究センター 総長特任補佐室 研究補助員）
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Ⅱ 分担研究報告 
 

徘徊認知症者に関する調査結果 

―愛知県の 54 市町村を対象とした調査― 
 
 

分担研究者 鄭丞媛（国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部） 
 
 
要旨 
 

平成 年度に愛知県の 市町村を対象にした認知症高齢者の行方不明の実態調査

から見た徘徊高齢者の特徴をまとめると、以下のようになる。

歳以上の後期高齢者徘徊高齢者の約 を占めている。世帯別では高齢者のみの

世帯と独居世帯が 割近くを占めている。認知機能には問題があるが、身体機能に問

題はない者が多かった。行方不明になった場所としては自宅が最も多いものの、デイ

サービスや散歩の途中など多様な場所で行方不明が発生している。行方不明に気付い

てから警察に通報・届け出があるものは約 となっており、その他にケアマネジャー

や市町村窓口への連絡がなされるのも約 であった。行方不明高齢者の発見は一般の

方々によるものが多く、時間的には 時間未満であり、また発見場所は行方になった

場所から比較的近い場所と遠い場所がほぼ半々であった。

認知症高齢者の徘徊・行方不明対策としては自治体側も家族などの当事者側も、ま

だ十分な取り組みがなされていない状況である。

 
 
1．行方不明者の状況 

愛知県内の 市町村を対象にした認知症高齢者の行方不明者に関する調査（平成 年

月調査）の結果では、平成 年度（平成 年 月から平成 年 月末）に 人が行方

不明になっていた。平成 年度は 人、平成 年度は 人、平成 年度は 人で

あり、年々増加していた。
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表 1 市町村別認知症高齢者の行方不明者数
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1. 行方不明になった高齢者の特徴 

1) 徘徊高齢者の性別と年齢 
徘徊高齢者は男性の方がやや多かった。年齢の分布は、 歳以上の後期高齢者が約 ％

であり、そのうち 歳から 歳が半数以上を占めていた。
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2) 世帯構成別 

徘徊高齢者の世帯で、最も多かったのは「高齢者のみの世帯」で であった。次いで

「高齢者以外の同居者のいる世帯」の であった。独居世帯は約 であった。
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3) 主な介護者とその年齢 
 
主な介護者は半数以上が配偶者（ ）で、その年齢層は 歳代（ ）が最も多か

った。
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4) 認知症の原因疾患 
 
徘徊高齢者の認知症の主な原因は、アルツハイマー型認知症が と最も多かった。し

かし、原因疾患不明が約 を占めていた。日常生活自立度は不明を除くと、Ⅲaが最も多

かった。
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2. 行方不明時の状況 

1) 行方不明時にいた場所と、行方不明に気付いた人 
行方不明になった場所は「自宅」が で最も多かった。次に「自宅から病院、散歩中

などの移動中」が であった。その他に入所型サービス事務所（ ％）や通所型サー

ビス事業所（ ％）、病院（ ％）などであった。

行方不明に気付いた人は同居者（ ）や家族や親族（ ％）であり、サービス事業

関係者は であった。友人・知人・近隣は であった。
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2) 行方不明時の移動手段 

行方不明になった時の本人の移動手段で最も多いのは徒歩の であった。自転車は

、車と公共交通機関はそれぞれ であった。

10



 

3) 行方不明に気付いてからの対応  

行方不明に気付いてからの対応として最も多かったのは警察への連絡・届け出であった

（ ）。さらに、警察に通報してからケアマネジャーや市町村の窓口に連絡・相談した

ケースは であった。

また、最初に「見守りネットワーク」などの地域活動に連絡してから警察に届けた例も

みられた。
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4) 徘徊高齢者の発見者と発見場所 

徘徊高齢者の発見者で最も多いのが「その他」（ ）であった。これはおそらく「一

般市民」と思われる。警察による発見例は であり、家族による発見例は ％であっ

た。

発見場所は、普段移動できる範囲内が であり、それ以上遠くで発見される例も

あった。
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5) 徘徊高齢者の発見までにかかった時間 

徘徊高齢者の発見までにかかった時間で、最も多かったのは「 － 時間未満」（ ）、

次いで「 － 時間未満」（ ）であった。

発見までにかかった時間を累積で見ると、「 時間未満」までに が発見されている。

行方不明から 時間以上を経過すると、発見時間が長くなる傾向がみられる。

 

％ 
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6) 早期発見の手がかり 
 
(1) 見守りネットワークの利用と発見時間 
見守りネットワークを利用している群と利用していない群に分けて行方不明から発見ま

での時間を分析した結果、見守りネットワークを利用している群は発見までに平均 時

間かかっていた。それに対して、見守りネットワークの利用がない群は平均 時間以上で

あり大きな差が見られた。見守りネットワークを利用している方が早期発見につながって

いる可能性が高いことが示唆された。

（時間） 
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（2）行方不明になってから届出までの時間と発見時間 
 
行方不明になってから届出までの時間と行方不明から発見までの平均時間をみてみると、

行方不明になった当日に届出をした人は平均 時間、 日後は平均 時間、 日後は

平均 時間かかっていた。一方、 日以上になると平均 時間であった。 日前後で

大きな差が見られた。

行方不明になってから届出までの時間が短いほど，届出から発見までの時間が短く、早

期発見の可能性が高くなることが示唆された。

  

（時間） 
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3. 自治体での対応状況 
 
1) 見守りの必要性と見守りネットワークへの登録状況 
見守りの必要性と「見守りネットワーク」への登録状況について分析した結果、徘徊認

知症者中で、事前に徘徊の恐れのある者として「ケア会議」等で検討されていたのは

であった。また、「見守りネットワーク」に登録されていた者は であり、多くはなか

った。
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表 認知症高齢者等の徘徊事例調査票

調査票 認知症高齢者等の徘徊事例調査

事例番号

氏名（カタカナ、イニシャル可）

生年月日（記載例：昭和2年3月1日）

項目 選択肢

性別

年齢 歳

要介護度

認知症高齢者の日
常生活自立度

障害高齢者の
日常生活自立度

認知症の
原因疾患

）

認知症と診断され
てからの期間

）

世帯構成

）

主な介護者との同
居

主な介護者の年齢

主な介護者の
健康状態

周辺環境（交通手
段、地理、住宅等）
※複数回答

1.　39歳以下　　　　　2.　40歳～49歳　　　　3.　50～59歳
4.　60～69歳　　　　　5.　70～79歳　　　　　　6.　80歳以上　　　　7.　不明

1.　とても健康である　　　　2.　まあ健康である
3.　あまり健康ではない　　　4.　病気がちである　　　5.　不明

1. 主に自家用車を利用　2. 主に公共交通機関を利用 3. 山間地　4. 平野部　5. 丘陵地
6. 周囲に住宅が密集している　7.　小さな集落　8. 隣宅まで徒歩で行くことは困難

1.　1年未満　　　2.　1年以上3年未満　　　3.　3年以上5年未満
4.　5年以上8年未満　　　5.　8年以上　　　6.　わからない

主な介護者の有無
1.　あり　→（主な介護者　①配偶者　　②子供　　　③その他　）　　2.　なし　

　→③その他：（

1.　同居　（同一敷地内、二世帯住宅含む）　2.　別居　（ご本人の居住地と同じ市町村内）
3.　別居　（ご本人の居住地と異なる市町村）

10.　認知症カフェ、高齢者サロン等への参加

11.　その他のサービス→（

12.　わからない

1.　単身世帯（独居）　　　2.　高齢者のみ世帯　　3.　高齢者以外の同居者あり

介護・福祉サービ
スの利用状況

ご本人が現在、定期的に利用しているサービス　【把握しているもの全て】

1.　デイサービス・デイケア（通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション等）

2.　ホームヘルパー（訪問介護）

3.　ショートステイ（短期入所生活介護）

（サービス担当者会議で配られる資料を参考にしてください）【当てはまるもの1つを選択】
（1.自立）　2.　I　　　3.　Ⅱa　　　4. Ⅱb　　　5.　Ⅲa　　　6. Ⅲb　　　7.　Ⅳ　　　8.　M　　　9.　不明

（サービス担当者会議で配られる資料を参考にしてください）
1.自立　　2.J1　　　3.J2　　　4.A1　　　5.A2　　　6.B1　　　7.B2　　　8.C1　　　9.C2　　10.　不明

【当てはまるもの全て】
1.　アルツハイマー型　　2.　血管性　　3.　レビー小体型　　4.　前頭側頭型　　5.　不明

　→⑥その他：（

4.　訪問看護（看護師による訪問）

5.　訪問リハビリテーション

6.　ショートステイ

7.　お泊りデイ

8.　配食サービス

9.　ボランティアや民生委員等による友愛訪問、定期見守り

（行方不明時の年齢を記入）

1.　要支援1　　　2.　要支援2　　　3.　要介護1　　　　4.　要介護2　　　　5.　要介護3
6.　要介護4　　　7.　要介護5　　　8.　未申請　　　　　9.　不明

行方不明届出日（市町村・地域包括支援センターに相談・届出のあった日）

行方不明届出日（警察署等に家族等が届出をした日）

家族等から届出された警察署名

自治体名

徘徊・行方不明の
認知症高齢者

回答欄

1.　男性　　　2.　女性
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行方不明～発見までの流れなど

7.　その他→（ ）

）

）

）

）

）

時
間
日

発見場所

）

）

発見時のご本人の
状態（身体）

8.　その他→（ ）

発見時のご本人
状態（精神）

8.　その他→（ ）

アセスメント
（自由記載）

　（事前に防ぐために必要と考えられた策や、発見に有効だった取組等）

1.　とてもお元気そうな状態　　　　2.　まあお元気そうな状態　　　　3.　いつもと変わりなし
4.　ややお疲れの状態　　　　　　　5.　大変お疲れの状態　　　　　　6.　不明　　　7.　死亡

1.　とても落ち着いている　　　2.　まあ落ち着いている　　　　　　　　3.　いつもと変わりなし
4.　やや落ち着きがない　　　　5.　大変落ち着きがない　　　　　　　6.　不明　　　7.　死亡

ご本人の移動手段
1. 徒歩　　2. 自転車　3. 自家用車　　4. 公共交通機関 　

5. その他　→（

1.　自宅敷地内　　2.　自宅の付近よりは遠いが近所　　3.　「2」より遠いがおよそ普段移動する範囲
4.　「3」より遠いが市町村内　　　5.　「4」より遠いが県内　　　6.　県外　　　　7.　不明

発見者

1.　見守りネットワーク協力者（事業所、個人含む）
2.　警察
3.　家族・親族
4.　ケアマネジャーや市町村職員等
5.　不明

6.　その他　→（

連絡・協力依頼の
際に用いたツール

1.　メール　　　　　 　2.　ファックス　　　3.　電話　　　　　　4.　GPS等位置検索システム
5.　防災放送等　　　6.　ラジオ　　　7.　特になし

8.　その他　→（

発見にかかった時
間・日数

気付きから　約（　　　　　）時間後、又は、約（　　　　　　）日後　　　　＊不明の場合「不明」と記入

見守りネットワーク
への登録状況

1.　登録済　　　　2.　未登録　　　　　3.　不明

4.  その他　→（

気付きからの流れ

＊下記のうち、行方不明に気づいた人がとった行動（家族・親族への連絡を除く）
【当てはまるものすべてを選択】
1. 見守りネットワーク等に連絡
2.　警察に連絡
3.　ケアマネジャーや市町村に相談（連絡）
4.　不明

5.　その他→（

行方不明になった
日・時間帯

＊不明の場合「不明」と記入

　　　年　　　月　　　　日　　　午前　・　午後　　　　時ごろ

見守りの必要性に
ついて

1.　ケア会議等で検討されたことがある　　　2.　ケア会議等で検討されたことがなかった

3.　その他　→（

行方不明時にいた
場所

1.　自宅　　　　　2.　通所型サービス事業所　　　　3.　入所・泊り型サービス事業所
4.　病院　　　　　5.　移動中（自宅から病院、散歩途中等）　　6.　不明

行方不明に気づい
た人

1.　同居者　　　　　2.　別居の家族・親族　　　　　3.　友人・知人・近隣の人など
4.　サービス事業関係者（ホームヘルパー、デイサービス職員、配食サービス職員等）

5.  不明

6.　その他　→（
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徘徊認知症者の行方不明時と発見時の状況分析 

―愛知県警察データの分析結果― 
 

分担研究者 井上祐介（岡山県立大学保健福祉学部） 
 
要旨 

2014 年度に愛知県内で認知症が原因で行方不明になり発見された 950 件のデータを用い、

行方不明時の状況と発見時の状況について検証した。その結果、①徘徊による行方不明を

繰り返す者が少なくないこと、②住所・氏名を他人に伝えられない者が多いこと、③車や

自転車で移動するケースがあること、④年齢が若い人ほど行方不明から発見までの時間が

かかっていること、⑤徘徊認知症者の発見は通報を受けた警察官が対応しているケースが

多いことなどが明らかになった。短期間のうちに徘徊による行方不明を繰り返す者など、

個人の状態に応じた徘徊対策の必要性や徘徊認知症者対策における自治体と警察との役割

分担などへの示唆点が得られた。 
 

 
1. 背景・目的 
日本では、認知症が原因で行方不明になった者は年間 1 万人以上いるとされ、社会問題

になっている。2012 年に 462 万人だった認知症高齢者の数は、2025 年には 700 万人に増

加することが予測されており、今後、徘徊認知症者の問題もますます深刻になることが想

定される。 
しかし、徘徊認知症者の特徴については十分な検証が行われていない。そこで、本稿で

は、愛知県警察から提供を受けた徘徊認知症者に関するデータの分析を通して、徘徊認知

症者の行方不明時の状況と発見時の状況について明らかにする。 
 
 
2. 方法 
 
1) 用いたデータ 

2014 年度に愛知県内で認知症等により行方不明になり、愛知県警察に届出があった 951
件のうち、認知症が原因と判断される 950 件のデータ（以下、警察データという）を用い

た。そのうち、行方不明者が「発見」されたケースは 567 件、「帰宅」したケースは 361 件、

「死亡」は 16 件、「その他」は 1 件、「不明」は 6 件である。 
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2) 分析方法 
 

（ ）行方不明から発見までの時間

警察データの「帰宅」、「発見」のケース（928 件）のうち、行方不明から発見されるまで

の時間が 72 時間以内のケース（853 件）を分析対象とした。それを年齢によって 4 群（「64
歳以下」38 件、「65-74 歳」221 件、「75-84 歳」447 件、「85 歳以上」147 件）に層別化し

て分析した。 
 

（2）行方不明時および発見時の状況 
行方不明時と発見時の状況をみるため、警察データの「帰宅」、「発見」のケース（928

件）のテキストデータから SPSS Text Analytics for Surveys を用いてキーワードを抽出し

て検証した。抽出されたワードのうち、度数が 2 以上のものを分析対象にした。 
 
 
3. 結果 
 
1) 行方不明時の状況 

 
（1）徘徊認知症者の属性 

2014年度に愛知県内で認知症が原因で行方不明になった者は950人であった。そのうち、

男性が54.2％（462人）、女性45.8%（391人）であった。年齢階層別でみると、75歳から84

歳が52.4％（447人）で最も多かった。後期高齢者が全体の69.6％を占めていた。  
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表 1 徘徊認知症（性別、年齢別）の属性 

 

 
（2）過去に行方不明の経験あり 

テキストデータから過去の行方不明の経験に関する情報を抽出した結果、112件が抽出さ

れた。その内容をみると、短期間のうちに複数回行方不明になっているケースが少なから

ずあった。 
 
表 2 行方不明の経験 

 

64歳以下 
4.5% 65-74歳 

25.9％ 

75-84歳 
52.4% 

85歳以上 
17.2% 

年齢別 

度数

性別 の %

度数

性別 の %

度数

性別 の %

度数

性別 の %

度数合計

男 女
合計

性別

年齢区分

64歳以下

65-74歳

75-84歳

85歳以上

抽出時に用いたワード ケース数

過去に行方不明の
経験あり

(行方不明，不明，行方不明者) &  (過去，経験，1年前，今年，昨年，1年
前，2年前，3年前，4年前，5年前，6年前，7年前，8年前，9年前，10年前，
数年前)
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（3）住所・氏名を他人に伝えられるか 
テキストデータから行方不明者が他人に住所・氏名を伝えらえるかの情報を抽出した結

果、458 ケースが抽出できた。その内訳をみると、行方不明者のうち、住所・氏名を「言え

る」のは 153 件、「言えない」は 305 件であった。 
 
表 3 住所・氏名を伝えらえるか 

 

 
（4）行方不明時の移動手段 
テキストデータから行方不明者の行方不明時の移動手段の情報を探索した結果、169 件が

抽出できた。車を運転して行方不明になったケースは 67 件、自転車は 103 件であった。そ

の他は徒歩で移動中に行方不明になったと思われる。 
表 4 行方不明時の移動手段 

 
 
（5）携帯（連絡手段）の保有 
テキストデータから行方不明時における行方不明者の携帯電話保有に関する情報を抽出

した結果、携帯電話を保有したまま行方不明になったケースは 27 件であった。「なし」の

なかには、携帯電話を所有しているが、保有せずに外出し、行方不明になったケースも含

まれる。 
 

表 5 携帯電話（連絡手段）のあり・なし 

住所・氏名 ケース数 抽出時に用いたワード

言える

言えない

総数

住所，氏名，住所氏名，
氏名住所，生年月日，氏
名生年月日，住所電話
番号

移動手段 抽出時に用いたワード ケース数

車 車両，車

自転車 自転車使用，自転車，軽快自転車，電動自転車
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2) 発見時の状況 
 
（1）行方不明から発見までの時間 

行方不明になってから発見されるまでの時間は平均で 14.2 時間（中央値 10.7 時間）であ

った。行方不明になってから捜索願が警察に受理されるまでは平均 7.6 時間（中央値 5.4 時

間）であり、捜索願が受理されてから発見されるまでに平均で 6.6 時間（中央値 3.5 時間）

かかっている。 
 

 
 

次に、年齢区分別でみたところ、行方不明になってから発見までの時間、不明から捜索

願が受理されるまでの時間、捜索願が受理されてから発見されるまでの時間は、いずれも

年齢区分が高くなるにつれて短くなる傾向にあった。 
行方がわからなくなってから発見されるまでの時間は、64 歳以下では 18.3 時間（中央値

17.5 時間）かかるのに対し、 85 歳以上は 12.0 時間（中央値 9.3 時間）であった。65-74
歳は 16.5 時間（中央値 12.4 時間）、75-84 歳は 13.3 時間（中央値 9.8 時間）であった。 

行方不明になってから捜索願が受理されるまでの平均時間は、64 歳以下は 10.5 時間（中

央値 6.3 時間）に対して、 85 歳以上は 7.1 時間（中央値 5.5 時間）であった。65-74 歳は

8.6 時間（中央値 5.1 時間）、75-84 歳は 7.0 時間（中央値 5.3 時間）であった。 

携帯電話 ケース数

あり

なし

（時間） 
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捜索願が受理されてから発見までの平均時間は、64 歳以下は 7.8 時間（中央値 4.6 時間）、

65-74 歳 7.9 時間（中央値 4.6 時間）、75-84 歳 6.4 時間（中央値 3.3 時間）、85 歳以上 4.9
時間（中央値 2.8 時間）であった。 
 

 
 

表 6 行方不明から発見までの時間 

 
 
  

不明→発見 不明→受理 受理→発見

度数
平均値
中央値
最小値
最大値
四分位
範囲

（時間） 
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表 7 行方不明から発見までの時間（年齢別） 

 
 

  

年齢区分 不明→発見 不明→受理 受理→発見
64歳以下 度数 有効

平均値
中央値
最小値
最大値

65-74歳 度数 有効
平均値
中央値
最小値
最大値

75-84歳 度数 有効
平均値
中央値
最小値
最大値

85歳以上 度数 有効
平均値
中央値
最小値
最大値

四分位
範囲

四分位
範囲

四分位
範囲

四分位
範囲
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（2）発見に至った経緯 
行方不明になった認知症者が発見・保護される際の状況は、通報を受けて警察官が対応

するケースが 359 件で最も多かった。次に帰宅するケースが 262 件、本人のみか他人の助

けを借りて警察署に行って保護されるケースが 30件、職務質問で発見されるケース 24件、

病院（入院）で発見されるケースが 23 件であった。 
 
表 8 発見に至った経緯 

 
 

  

区分 抽出時に用いたワード ケース数

通報を受けて警察官が対応 通報

帰宅 帰宅，帰宅したもの（発見を除く）

本人のみか，他人の助けを借り
て警察署に行く

警察署，交番，警察（通報を除く）

職務質問 職質，職務質問（通報を除く）

病院（入院）
入院， 搬送，病院，病院に搬送された，病院に搬送されていた，入院
し， 病院に搬送されて，入院して，入院していること，搬送されていた
こと
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（3）発見時の関与者 
発見に直接関与した者は、警察官が最も多く 257 件、次いで一般人・通行人 109 件、家

族・届出人 61 件、タクシー運転手 16 件、施設職員 9 件、駅員 6 件、知人・友人 5 件、救

急隊員 4 件の順であった。 
 
表 9 発見時に直接関与した者 

 
 
（4）発見時の移動手段 
移動手段は移動距離に影響を与え、捜索範囲や発見するまでの時間にも関わると考えら

れる。発見時の移動手段に関するワードを抽出した結果、車が 36 件、自転車が 8 件であっ

た。今回の分析では抽出できなかったが大半が徒歩で移動していると思われる。 
 
表 10 徘徊認知症者が発見時に用いた移動手段 

 
 
  

関与者 ケース数

警察官
警察官，署員，地域警察官，刑事課
員，地域課員，警察犬，高速隊

一般人，通行人 一般人，通行人，警備員

家族，届出人 家族，届出人

タクシーの運転手（タクシー運転手，
運転手）

タクシーの運転手，タクシー運転手，
運転手

施設職員 施設職員，デイサービス職員，職員

駅員 駅員

知人，友人 知人，友人

救護隊（救急隊員） 救護隊

発見，発見保護した，保護，発見したもの，
発見保護した，保護した ，職質 ，職務質問，
警ら，職務質問したこと，照会したところ，職
務質問したもの，質したところ，確認，確認し
たところ，職質したところ行方不明者であっ
た，確認したところ行方不明者であった，職
質したところ行方不明者であった，職質保護
した，照会したところ行方不明者であった ，
保護している，発見保護し，保護し，出向した
ところ，保護されて，出向，届出人，検索中，
判明，発見保護，駆けつける，連れる，発見
した旨，発覚，照会，通報，１１０番，職務質
問したところ

抽出時に用いたワード

移動手段 抽出時に用いたワード ケース数

車
車，自動車，車両，脱輪して，事故を起こして，自損
事故を起こして，ガス欠で， 物損事故を起こし，物
損事故をおこし，単独事故を起こして

自転車 自転車
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（5）発見時の状態 
徘徊認知症者の発見時の状態は、座り込んでいて発見されたケースが 24 件、倒れていた

ケースは 16 件、立ち尽くしていたケースは 4 件、怪我をしていたケースは 4 件の順であっ

た。 
 
表 11 徘徊認知症者の発見時の状態 

 
 
 
4. 考察 
 
1) 徘徊による行方不明を繰り返すケースへの対応 
テキスト分析の結果から、徘徊による行方不明を繰り返すケースが 112 件みられた。短

期間のうちに何度も行方不明になっているケースもみられることから、家族だけで徘徊認

知症者をコントロールできていないか、専門家による介入が行われていないケースが少な

くないと思われる。一度でも行方不明になった者に関しては、認知症の専門家や見守りネ

ットワーク等による支援に即につなげられるように、地域内の様々な機関が情報を共有で

きるシステムを構築し、重点的に支援を行う必要があると思われる。 
 
2) 徘徊認知症者の早期発見対策の構築に向けて 
徘徊認知症者の中には、住所・氏名を他人に伝えられない者や、車や自転車で移動する

ケースがある。前者に関しては、保護されても身元の確認につなげられないため、本人確

認が可能なものを普段から身につけさせておく必要がある。しかし、携帯電話（GPS 機能

付きを含む）を所持していても、徘徊時には自宅に置いたまま移動するケースが少なくな

いことから、本人確認が可能な物は衣服など常時身に着けていられる形態のものでなけれ

ば効果を発揮しない可能性もあると思われる。後者の車や自転車で移動するケースに関し

ては、事故や長距離移動によって発見を難しくさせる可能性もあるため、認知症と診断さ

れた場合、車や自転車に乗らせないようにする取り組みが必要である。ただし、結果には

示さなかったが、テキスト分析の結果から、普段、家族が気を付けていても、目を離した

状態 抽出時に用いたワード ケース数

座り込んでいる 座り込む，座り込んでいる人

倒れている 倒れている旨，倒れる，うずくまっていたところ，うずくまる，寝る

立ち尽くしている 立つ，立ち尽くす

怪我をしている 怪我
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隙に認知症者が車に乗って行方がわからなくなるケースもあった。 
 
3) 年齢が若いほど発見までの時間が長い 
徘徊認知症者を年齢区分別で分析したところ、行方不明になってから発見までの時間は、

年齢が低くなるにつれて長くなる傾向がみられた。行方不明になってから発見までの時間

をみると、85 歳以上は 12.0 時間（中央値 9.3 時間）であったが、75-84 歳は 13.3 時間（中

央値 9.8 時間）、65-74 歳は 16.5 時間（中央値 12.4 時間）、64 歳以下は 18.3 時間（中央値

17.5 時間）であった。 
この結果から、年齢が若いほど徘徊していても周囲から気付かれないか、あるいは、後

期高齢者に比べて前期高齢者は身体機能が高いため、遠方まで行ってしまい、発見までの

時間がかかってしまっている可能性などが示唆される。今後は、年齢区分別の徘徊認知症

者の特徴をより詳細に明らかにし、年齢別の徘徊対策の構築につなげる必要があると思わ

れる。 
 

4) 自治体と警察の役割分担 
行方不明になった徘徊認知症者の発見は、一般人（一般市民）などから通報を受けて警

察官が対応するケースが最も多かった。この結果から、基本的には、行方不明者への対応

は警察が中心に行い、自治体は一般市民に対する徘徊認知症者に関する教育・啓蒙活動や

徘徊認知症者が行方不明になることを防ぐ地域づくり（見守りネットワークの構築）に専

念するなど、両者の役割を分担していくことが効率的な徘徊認知症対策の構築につながる

と考えられる。今後は、見守りネットワークの構築等への根拠を蓄積するために、認知症

者の徘徊を防いだ成功事例等の分析や，行方不明時や発見時の状況の分析など、より多面

的に検証する必要がある。 
 

 
5. 結論 

 
徘徊認知症者の行方不明時の状況と発見時の状況について、2014 年度に愛知県内で認知

症が原因で行方不明になった 950 件のデータを用いて分析した。その結果、①徘徊による

行方不明を繰り返す者が少なくないこと、②住所・氏名を他人に伝えられない者が多いこ

と、③車や自転車で移動するケースがあること、④年齢が若い人ほど行方不明から発見ま

での時間がかかっていること、⑤徘徊認知症者の発見は通報を受けた警察官が対応してい

るケースが多いことなどが明らかになった。認知症者の状態および取り巻く環境に応じた

徘徊対策の必要性や徘徊認知症者対策における自治体と警察との役割分担などへの示唆点

が得られた。 
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認知症等による行方不明者における死亡発見例の記述 

 
分担研究者 斎藤 民（国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部） 

 
 

要約 
愛知県警察の協力により得た、認知症等による行方不明者に関するデータから、死亡発

見例 16 例を抽出し、その特徴を記述的に明らかにした。その結果、死亡例は 70 歳代が多

く、水場での死亡が多くみられた。介護者や家族の危機意識が薄いと考えられる場合とそ

うでない場合があること、介護力が低いと考えられるケースで警察への届け出が遅れる例

がみられること、うつ病の併発による自殺が疑われる例がみられること、糖尿病など重篤

な疾患を併発する例がみられることが明らかになった。徘徊による死亡を防止するための

取り組みが重要である。 
 
 
1. 背景・目的 
平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金事業「認知症高齢者の徘徊に関する実態調査」（代

表研究者：鈴木隆雄）では、徘徊等による行方不明者のうち、3～4％程度が死亡状態で発

見されていることが報告された。死亡発見者は生存者と比較して、女性が多く、認知症程

度が比較的軽いケースが多いなどの傾向が指摘されている。 
本報告では、認知症等による行方不明者（以下、便宜的に徘徊者とする）のうち、死亡

発見された者の特徴および徘徊の起こった状況について詳述した。 
 
2. 方法 
愛知県警察の協力を得て、認知症等による行方不明者 951 ケースの徘徊状況に関するデ

ータを得た。このうち死亡発見は 16 ケースであった。本報告では、性、年齢、徘徊の生じ

た日時、警察に届けられた日時、徘徊が生じた際の状況、発見時の状況について記述的分

析を行った。 
 
3. 結果 
 
1) 死亡発見者の概要 
全 16 名中、男性が 10 名（62.5％）、女性が 6 名（37.5％）であった（図 1）。 

年齢構成についてみると、70 歳代が 10 名（62.5％）と最も多かった（図 2）。死亡に至っ

30



 

た徘徊が起きた季節についてみると、夏（6-8 月）は 12.5％と少なく、春（3-5 月）と冬（12-2
月）が 31.3％、秋（9-11 月）が 25.0％であった（図 3）。また徘徊の起きた時間帯をみると、

早朝から朝にかけてが 43.8％と最も多かった（図 4）。実際に徘徊が起きてから警察に届け

出るまでの時間をみると、当日が 75.0％と多数を占めたが、全体の 4 分の 1 は翌日以降の

届け出であった（図 5）。 
つぎに発見時の状況についてみると、発見までの日数は徘徊が発生した当日中の発見が

18.8％、翌日の 37.5％と合わせて約半数は 1-2 日以内に発見されていた。一方で、全体の

約 2 割弱は発見までに 2 か月以上を要していた。発見場所についてみると、海、河川（河

川敷を含む）、用水路と水場での発見が合計して 6 割以上を占めた。その他の発見場所とし

ては、空き地や窪地などが挙げられた（図 7）。 

 
図 1 性別分布 

 
図 2 年齢階級別分布 

  

女 
37.5% 

男 
62.5% 

60歳代 
6.3% 
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6.3% 
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図 3 死亡確認された徘徊が生じた季節 

 
 
 

 
図 4 徘徊が生じた時間帯 
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図 5 徘徊に気づいてから届け出るまでに日数 

 
 
 
 

 
図 6 発見されるまでの日数 
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図 7 発見された場所 

 
 
2) 死亡発見者の徘徊状況の詳細 
 
以下に死亡発見者における徘徊発生状況を示す（表 1）。徘徊発生状況のなかから特徴的

と考えられる点を下記に示した。 
 
(1) 周囲に危機意識はあったようだが避けられなかった死亡例 

寝間着に記名など徘徊を想定した対処が取られたり、夜間も当事者の在宅を確認するな

ど、周囲の危機意識がうかがわれるなかで避けられなかった死亡例がみられた（7,10,16）。 
 
(2) 危機意識が薄かったと考えられる死亡例 

毎日の散歩を日課としているケースで帰ってこられずに死亡した例、通院のため 1 人で

車で出かけて帰ってこられずに死亡した例がみられた。当事者は認知症ではあるが、周囲

が「一人で出かけても帰ってこられる」と想定していたところに生じた死亡例であった（ケ

ース 3,9,13）。 
 
(3) 介護力不足が考えられる場合の死亡例 

独居で週に 1 回の見守りだった例、介護者の出張中に起こった例、施設入居者で見守り

が 1 日 1 回だった例、日中独居の間に生じた例、いわゆる「認認介護」で別居の家族が 1
日 1 度見守りを行うも、たまたま見守りをしなかった日に生じた例など、介護力が十分で

ないと考えられる状況において発生した死亡例がみられた（ケース 2,11,12,14,15）。 
 

海 
6.3% 

河川(敷） 
37.5% 

用水路 
18.8% 

田畑 
12.5% 

その他 
25.0% 
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(4) 認知症とうつ等の併発による「自殺企図」が疑われる死亡例 
3 例は当事者に自殺企図があった可能性が考えられた。前日に海に飛び込むことを仄めか

し、翌日に行方不明になった例（河口近くで死亡が確認された）や過去に入水自殺を試み

未遂に終わった例（河川にて水死）などがみられた（ケース 1,2,4）。 
 
(5) 重篤な疾患を併発する場合の死亡例 

糖尿病を併発しており、インシュリン注射が不可欠な者が行方不明となり、死亡した例

がみられた（ケース 13）。 
 
表 1 徘徊の発生状況 
No  
1 午前 5 時頃家族の起床時には在宅していたが、午前７時頃行方不明となる。ぼんや

りしていることが増え、失禁が度々あり気にしている様子だった。前日に旅行先で

「自分は必要ない人間だから海に飛び込もうかな」と発言していた。 
2 独居。週 1 回親族から介護を受けていた。親族は 2 日前の午前 7 時頃に在宅を確認

している。行方不明となった翌日に届け出た。 
3 毎朝の散歩を日課としており、散歩に出かけるため常に時間を気にしている様子が

見られた。午前 4 時ころ別室で寝ていた家族が、当事者の起きる気配を感じた。戻

る様子がないため確認したところ、姿が見えなくなっていた。 
4 午後 1 時ころ、家族が在宅中に行方不明者がいないことに気がつき、自宅内や付近

のスーパー等を確認したが発見できなかったため届け出た。うつ病と認知症を併発

しており、同年に入水自殺未遂の経験があった。 
5 午後 5 時までの間は自宅にて家事をしている姿を確認していたが、それ以降姿が見

えず行方不明となった。 
6 午前 5 時半頃に家族が行方不明者と会話した際にはいつもと変わらない様子だっ

たが、その後いずれかへ出かけ行方不明となった。 
7 認知症状を家族も心配していた。午前 1 時半頃、玄関ドアの鍵を開ける音がしたの

に家族が気付いたが、対応しなかった。30 分後に思い出し、あわてて当事者の寝

室を確認したが行方不明になっていた。 
8 自宅周辺を徘徊することがあり、過去に数回保護されたことがある。午後 9 時ころ、

行方不明者は妻と共に就寝したが、午前 4 時ころ、家族が目覚めると当事者がおら

ず、行方不明となった。 
9 午後 2 時頃、自宅から車で病院に出掛けたが、病院には行かなかった。家族が何度

も携帯電話に連絡するが繋がらず、行方不明となった。 
10 午後 9 時頃、自宅にいることを確認するが、家族が就寝 2 時間後に当事者がいない

ことに気がついた。当時者は、1 年前にも行方不明となり保護された経歴があった。 
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11 午後 4 時半頃、当事者が入居する施設の係員が食事を運んだ際には居室していた

が、翌日午後 5 時頃に訪れたところ行方不明となっていた。 
12 家族が午前７時に出勤する際には在室を確認したが、午後 4 時半頃に帰宅した時に

は行方不明となっていた。 
13 日課の散歩に出掛けたまま、普段の帰宅時間である午前７時を過ぎても帰宅しなか

った。行方不明者は、アルツハイマー症と糖尿病を併発し、インシュリン注射の投

与が必要であった。 
14 障がいを持つ家族と介護者である家族との 3 人暮らしであった。介護者が朝から宿

泊を伴う出張に出かけた同日午後 2 時 30 分に訪問したヘルパーが在宅を確認した

のを最後に行方不明となった。 
15 夫婦ともに認知症状があり、敷地内別居や近居の実子が交代で 1 日 1 回見守りを実

施。前日にたまたま双方とも見守りできず、当日確認したところ行方不明となって

いた。 
16 午後 9 時頃、同居家族が同敷地内別居の家族宅で入浴中に行方不明となった。重度

の認知症であった。寝間着に記名していた。 
 
 
4. 考察 
 
本研究において対象とした死亡発見例は 16 ケースと少なく、一般化の可能性には限界が

ある。しかしながら、このようなデータを得ることは非常に困難であるため、本研究で得

られた知見は貴重と言える。徘徊死亡例として最も多かったのは 70 歳代であり、認知症者

の中では比較的若い層と言える。また死亡発見場所の 6 割以上が水場であった。これは平

成 26 年度厚生労働科学研究費補助金事業「認知症高齢者の徘徊に関する実態調査」におけ

る知見とも共通している。その理由は不明であるが、徘徊中にのどが渇いて水を求めて彷

徨った結果、誤って転落した可能性、また本研究でもみられたように、中には入水自殺を

企図している者が含まれる可能性もある。本研究は認知症等による行方不明ケースを抽出

した分析であるため、これを徘徊とみなすのかどうかという点については議論の余地があ

る。ただし仮に徘徊とみなすのであれば、特に認知症初期に併発することが多いうつ予防

並びに自殺予防を徘徊対策に含める必要性を示唆している。先行研究でも認知症者の自殺

率は一般的には高くないが、軽度認知障害や認知症における初期の段階では、うつ状態を

併発することによる自殺の増加リスクがある と言われている (Draper, 2015)。この点につ

いては今後より精査する必要があると考えられる。 
徘徊の発生状況から、その他もいくつかの特徴的と考えられる点が示された。家族など

周囲の人が徘徊について危機意識を持っているにも関わらず防止できなかった場合と、危

機意識があまりなかったと考えられる場合との双方がみられた。認知症者の生活行動につ

36



 

いての実態は十分明らかではないが、特に初期の段階においては、日常的に一人で外出し

ている例が少なからず見られると推測される。これまでは無事に帰宅できていたため、周

囲が帰宅できるものと思っているところに行方不明となり、不幸にも亡くなったケースが

複数例みられた。認知症の診断時点で、介護者など家族に対して、当事者は認知症の進行

に伴い、今後散歩中に行方不明になるリスクが高まる可能性があることを啓発することが

重要と考えられる。 
本研究ではインシュリン注射を必要とするような、重篤な疾患を併発した認知症者が死

亡発見されるケースもみられた。こうしたケースを生存状態で発見するために特に早期発

見のための対策を行うことが重要と考えられる。一方では、介護力が低く見守りが行き届

かない認知症者の死亡例もみられた。平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金事業「認知症

高齢者の徘徊に関する実態調査」でも、届け出が翌日以降になるほど死亡しやすい傾向が

報告されている。これらのケースの多くでは行方不明と認識するまでに時間がかかってい

た。介護力の低いケースについては、すでに地域ケア会議で重点的に検討されているとは

思われるが、徘徊対策にも特に注意が必要と考えられる。 
 
5. 結論 
死亡発見が確認された 16 ケースの特徴を記述的に明らかにした。その結果、死亡例は 70

歳代が多く、水場での死亡が多くみられた。介護者や家族の危機意識が薄いと考えられる

場合とそうでない場合があること、介護力が低いと考えられるケースでは警察への届け出

が遅れる例がみられること、うつ病の併発による自殺企図が疑われる例がみられること、

糖尿病など重篤な疾患を併発する例がみられることが明らかになった。徘徊による死亡を

防止するための取り組みが重要である。 
 
 
引用文献 
1. 認知症高齢者の徘徊に関する実態調査. 平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金事業

（代表研究者：鈴木隆雄）. 2015. 
2. Brian M. Draper BM. Suicidal behavior and assisted suicide in dementia. 

International Psychogeriatrics (2015), 27:10, 1601–1611. 
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徘徊に対処するためのマニュアルの作成に至る経緯 

認知症ボランティアのニーズ調査より 
 

分担研究者 村田千代栄（国立長寿医療研究センター社会参加・社会支援研究室） 
 
1. 認知症ボランティアのニーズ調査 
 
1) 《ボランティア養成期：ボランティア養成講座》 
愛知県の一自治体で、平成 26 年 11 月より 27 年 3 月にかけて、福祉課と地域包括支援セ

ンターの主催で 6 回シリーズの「地域で支えあう認知症ボランティア養成講座」が実施さ

れた。募集人数 30 名に対し 51 名（内訳：男性 10 名、女性 41 名、年齢 36～77 歳）の参

加みがあり、参加者の内訳は、介護・福祉職（21.6％）、民生委員（15.7％）、ボランティア

活動者（15.7％）、その他（47.1％）であった。最終回の 6 回目は、参加者による企画・運

営により、一般市民 150 名を対象に講演会を行った。分担研究者（村田）は、研修を修了

した認知症ボランティアの養成期（平成 27 年）からアドバイザーとして関わり、聞き取り

や参与観察により、ボランティアのニーズ調査を行った。下記に、認知症ボランティアの

養成の経緯を時系列にまとめた。 

 
図中の は、今後の予定を示す。 
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2) 《活動に向けた養成期：認知症カフェの手伝い＆フォローアップ講習》 
 
（1）認知症カフェの手伝い 
活動可能なボランティアが、平成 27 年 4 月から市役所内において開始された「認知症カ

フェ」の手伝いを始めた。ボランティアは、毎回 7 から 8 名であり、年代は 40～70 代、そ

の中でも 60 代が 6 割を占め、ほとんどが女性であった。分担研究者は、「認知症カフェ」

のボランティアのニーズを探るために、認知症カフェ終了後のアンケートと聞き取り内容

についての分析を行った。ボランティアは、毎回、カフェの終了後にアンケートを記入し、

反省会を行った。ボランティアの発言内容からは、以下の 2 点が今後の課題として抽出さ

れ、ボランティアの役割の明確化に加え、スキルアップのための研修が必要と思われた。 
 
＜１．ボランティアとしての動き方・役割分担へのとまどい＞ 
「事前説明がなく、どんな動き方をしたらよいかとまどった。」 
「カフェの目的が認知症予防に変わってきている・・。 
「もっと認知症の方が来られると思っていたが、元気な人が多い。」 
＜２．障害がある方への対応のしかた＞ 
「耳の聞こえない方がいて、ボランティアが筆談で対応したが、みなの輪に入る事が出来

なかった。」 
「認知症を疑われる参加者もいた。認知機能が衰えた方に、どんな対応をしたらよいのか？」 

 
表１「認知症カフェ」上半期参加状況まとめ（自治体担当による提供資料） 

開催日 企画テーマ 参加人数 

  
リピー

ター率 初回 
 

当月のみ 

４月 １６日 回想法 23 人 23 人 6 人 －  

５月 ２１日 まだ若い転倒しない体力つくり 25 人 9 人 3 人 64.0％ 

６月 １８日 脱水って大丈夫 21 人 4 人 3 人 80.9％ 

７月 １６日 物忘れ？思い出さない？認知症？ 20 人 6 人 2 人 70.0％ 

８月 ２０日 美味しく食べよう 23 人 3 人 2 人 86.9％ 

９月 １７日 怖かった伊勢湾台風・回想法 22 人 3 人 1 人 86.3％ 

１０月１７日 聴いて私の話・傾聴 30 人 6 人 6 人 80.0％ 

 合計 164 人 54 人 24 人  

初回 ＝その月に初めてカフェに参加した方の人数 
当月のみ＝その月に初めて参加し、その他の月には参加していない方の人 
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2. 認知症サポーター向けマニュアルの作成 
 
3) 認知症ボランティア養成講座修了者のフォローアップ研修 
 開催日時 内容 講師 

１

回 

平成 27 年 5
月 14 日（木）

13:00～15:00 

・認知症を地域で支えるために私たちができる

こと 
・グループワーク「認知症になっても大丈夫な

社会って？」 

国立長寿医療研究

センター・ 
村田千代栄 

２

回 

平成 27 年 10
月 1 日（木）

10:00～12:10 

・あなたの町の認知症の支え方～ファーストコ

ンタクトの心構え 
・グループワーク「こんな時どうする？」 

株式会社 SNOM・ 
白石みどり 

３

回 

平成 27 年 12
月 1 日（木）

10:00～12:10 

・地域活動立ち上げのＡＢＣ 
・地域活動のノウハウ、イベントの組み立て・

準備・当日の運営などの基本的知識 
・グループワーク「自分の地域でやりたいこと」 

国立長寿医療研究

センター・ 
村田千代栄 
星城大学・竹田徳則 

２回の内容 
時間 項目 内容 担当 
３分 挨拶  福祉課 
47 分 
10：03 
-11：00 

ワークショ

ップ 
はじめに 

１）障がいとは 
２）支援者としての視点から 

Ⅰ 気づく ：認知症の基礎知識 
評価基準・脳の機能 

Ⅱ 考える ：支援するとは 
Ⅲ しる ：関わり方についての具体

的なスキル 

株式会社 SNOM 
白石みどり 
 

11：00 
-12：10 

グループワ

ーク 
グループワーク＆発表 
Ｑ＆Ａ 
 
 

国立長寿医療研究センター 
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（1）フォローアップ講習初回 
平成 2７年 4 月から、福祉課と地域包括支援センター主催の「認知症カフェ」が市役所内

の食堂を会場に始まった。市は、ボランティアをこのカフェに関わらせることを、平成 28
年度以降、地域に認知症カフェ活動を広げる準備として位置づけていたため、分担研究者

は、ボランティアらの活動の準備となるようなフォローアップ講習を市に提案した。まず、

ボランティアがどのような活動をしたいと考えているのかを知るために、第 1 回目の研修

を 5 月 14 日に行った。研修の際は、ボランティア同士で「認知症になっても大丈夫な地域

づくり」について話し合いをする機会を設けた。その結果、ボランティアの中に、地域の

課題についての新しい気づきが生まれ、同じように考えている仲間がいることを知ること

で、今後の活動への張りが生まれた。また、地域で顔の見える関係をつくるためにも、サ

ロンなど地域で集まる場や地域新聞の必要性がボランティア達から示された。 
 
（2）フォローアップ講習 2 回目 
「認知症カフェ」が 3 回目を数えた時点で、ボランティア有志による「認知症カフェも

りあげ隊」が結成された。「ボランティアとしてどう動いたらよいのか、具体的な例をふま

えて勉強したい」とのボランティア有志の声を受け、名古屋市内の心理職に研修を依頼し、

より具体的な事例について検討するための、2 回目のフォローアップ研修を 10 月 1 日に行

なった。 
グループワークでは、民生委員が実際にかかわった事例について、住民ボランティアと

してどうすべきか、地区ごとに分かれ、事例検討（添付資料１）を行った。どの事例も、

認知症サポーターが地域で出会う可能性が高いものであったため、その内容をふまえ、認

知症サポーター向けの初級マニュアルをつくることになり、講師の白石氏と共にマニュア

ルの作成にとりかかった。その際、本編（添付資料２）と別冊（添付資料３）の書き込み

式ボランティアノートの 2 冊セットとした。 
作成にあたり、主任研究者（鈴木隆雄）、もの忘れセンターの櫻井孝医師の監修を仰ぎ、

分担研究者（斎藤民）、地域包括支援センター職員らの意見を反映した。できあがったマニ

ュアルは、全国自治体の認知症総合対策事業担当者や愛知県下の認知症サポーターなどに

配布すると共に、国立長寿医療研究センター老年社会科学研究部のホームページに掲載予

定である。 
 
3. まとめ：ボランティアのニーズ調査とマニュアルの作成を終えて 
 
《活動期：地域での自主活動開始》に向けての課題 
ニーズ調査を兼ねたフォローアップ研修（26 年度の養成講座修了者の中から、活動者を

中心に 37 名～46 名参加）を 3 回行ったが、終了後、以下のような意見がきかれた。 
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認知症ボランティアの感想 
男性（70 代）「具体的な方向がみえてよかった。」 
男性（30 代）「地域の思いが知ることができた。早く動きたい。」 
男性（70 代）「グループの中に当事者がいて、具体的な話が聞けて良かった。地域でのカ

フェに繋げていきたい。」 
女性（40 代）「集まるところあればいいなぁと思う。地区に一つあればいいなぁ。」 
女性（50 代）「地域ごとにグループワークが出来てよかった。」 
女性（60 代）「（時間がなく）十分な話合いが出来なかった、一般的な意見しか出ず、も

う少し煮詰ったことあるとよかった。」 
 
自治体担当者の感想 
保健師Ａ「認知症サポーターの色々な悩みが聞けて良かった。」 
保健師Ｂ「これから地域で高齢者を動かしていきたい。今日の研修がその第一歩と思う。」 

 
ボランティアの位置づけや役割分担などについて、必ずしも明確ではなかったため、ボ

ランティアの中には、とまどいを感じる者もいた。また、やりたいことや目的が必ずしも

一つではないため、意見一致が難しいとの意見もあった。しかし、地域ごとにボランティ

ア同士で話しあいの場を複数回持ったことで今後の活動を継続する素地ができた。地域の

ボランティア同士がお互いに知り会うことができたことで、顔の見える関係ができたこと

も、今後の活動の継続のためには有用と思われる。 
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（添付資料１）フォローアップ研修 2 回目のグループワークでの検討事例 
 
以下は、実際に地域の民生委員や地域包括支援センターの職員が関わった事例をアレンジ

したものである。 
 
事例１：  

高齢者夫婦で生活していたが、10 年ほど前に妻が糖尿病で入院した。夫は、毎日病院に

通い、妻の面倒を見てきたが、その妻が死亡。妻の葬儀の 3 日後に娘より「おとうさんの

様子がおかしい」と民生委員に相談がある。後日、一人の時に民生委員が訪問し、本人と

話をするが、話をしている 15 分の間に、民生委員に向かって、何回も名前や年齢をきく。

民生委員は、本人の認知症を疑って、娘さんへ連絡し、福祉課に相談するように話をした。 
 
事例２：  
高齢者 2 人暮らしだが、同じ敷地内に息子家族が住んでいる。 

4 月の訪問調査で自宅に伺うと妻が対応に出た。夫のことを聞くと、最近様子がおかしく、

ぼけてきた様子と言われる。本人を呼んでもらうと、下着の上にネクタイをしめ背広を

着て、下はステテコのままで出てきた。妻が「おかしいから」と言って、ズボンをはか

せた。この状況を息子家族には話していない様子で、民生委員は、妻には、福祉課に行

くようにと話をした。 
 
事例３：  
近所のＡさんのご主人ですが、兄が 2 年ほど前に奥様を亡くされ、今は一人暮らしで、

軽度の認知症である。Ａさんのご主人が、毎日、面倒を見に行っているが、兄と弟とい

う立場もあり、弟であるご主人からすれば、今までの兄とちょっと違うということで、

イライラしてすぐ怒ったり、Ａさんとも喧嘩になることがある。 
 
事例４： 
ご近所のＢさんと一緒に一泊旅行に行った時に、Ｂさんが一緒に行った人の服まで着

てしまったという事件があった。その後、様子がおかしいということで、家族が医者に

連れて行き、認知症の診断を受けたが、先日、市民病院の近くで、近所の 90 代の老夫婦

をＢさんが車で乗せてきているのを見かけた。 
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（添付資料２） 
 
認知症ボランティアマニュアル「あなたの町の認知症の支え方～ボランティア編」 
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（添付資料３）認知症ボランティアマニュアル別冊「ボランティアノート」
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徘徊高齢者の効果的な捜索に関する研究等事業 現地調査 

（愛知県小牧市及び豊川市の取り組みについて） 
 
 
1. 小牧市  
 
1) 認知症高齢者の行政不明対策に関する取組について 

（ ）認知症見守りネットワーク

小牧市の認知症高齢者の行方不明対策に関する取組の一つとして、認知症見守りネット

ワークがあり、平成 年６月１日より全市で稼働をしている。これまでは各地域包括支援

センターごとで情報発信を行っていたが、平成 年に市で全部の情報を集約し、ここから

は市全体としてのネットワークとして稼働している。

今現在、メールとファックス、２つの方法で情報の発信を行っている。登録者は、メー

ルが 名、ファックスが 名で、合計 名に協力していただいている。

実際に配信をする流れとしては、まず家族やケアマネジャーの方が警察に捜索願いを出

すというところから始まる。このときに、個人情報の提供となるため、受理された警察署

で、個人情報を配信してもいいか同意を得ることもお願いをしている。

警察署で同意が得られた情報については、市役所へ情報提供がされており、その情報を

基にメールとファックス、２つの方法で配信をしているという状況である。

メールについては、市を通しての登録ではなく、委託先の事業者に直接、空メールを送

っての登録となっているため、メールについては把握できていないが、ファックスの会員

については、特に地域の偏りはない。また、市外の事業者（コンビニ、金融機関、介護保

険のサービス事業所、近隣市町の方等）も、何件か登録していただいている。

（ ）認知症徘徊高齢者家族支援サービス

認知症徘徊高齢者家族支援サービスは の貸出サービスである。この事業は、平成

年４月より開始した。認知症の方が徘徊して行方不明になったときに、介護者に対して位

置情報を提供し、素早く発見することを支援する目的で行っている。

対象は、要介護認定で要介護、または要支援の認定をされている方、または 歳以上で

徘徊が見られる方を介護している家族の方である。今現在（平成 年 月末現在）、 名

が利用している。

は、徘徊時に強力な発見のための武器になるが、使い方、付け方、それからオン・オ

フのやり方、電源寿命等の問題がある。また、無事に機械を持ち帰ってくるかどうか、ど
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こかにしまい込んでしまって結局バッテリーが切れてしまうというような相談が挙がって

きている。しかし、明確な解決策は見つかっていないため、家族の方に助言をして、努力

していただいている。

また、そもそも本人が出かけるときに を持たせることが困難であるという問題があ

る。その解決策として、皮膚への埋め込みの可能性も考えている。心臓のペースメーカー

と同じであるため、大きな害はないが、バッテリーの寿命の問題がある。ペースメーカー

は 分間に のパルスを出し続けながら５～７年持つが、 はそこまでの能力がない。

また、 の場合はパルスを単位時間当たりどれだけ出すか。１時間で１回しか出さなけれ

ば寿命は長く持つが、 分置きに出せば、その６倍、電池を消耗するためすぐに切れてし

まう。徘徊において、 分ならば非常に密度が高く追跡ができるが、１時間に１回のパル

スだと、１時間でどこへ行ったかわからなくなる。だから、 は、アイデアとしては当然

いいということは分かっているが、現実にはまだ難しい状況にある。

（ ）認知症の徘徊声掛け訓練

小牧市では、認知症の徘徊声掛け訓練を、平成 年 月 日（土曜日）に、市内４カ

所で同時多発的に行った。小牧市内には４つの地域包括支援センターがあるため、それぞ

れの包括支援センターが中心となって、各地区１カ所で行った。

この取組の目的は２つある。一つは、認知症のことや見守りネットワークについての周

知、もう一つは、徘徊高齢者役への声掛けを通じて、対応を学んでもらうことである。実

際に集まっていただいた方に対しては、認知症に関する説明と、認知症見守りネットワー

クについての説明を行った。また、携帯をお持ちの方には、実際にその場で登録もしてい

ただいた。そして、見守りネットワークのメールを配信し、実際に受信も体験していただ

いた。その後、徘徊高齢者役の方に実際に声を掛ける体験をしていただくという内容で行

った。４地区の合計で、 名が参加した。この訓練の後、ネットワークへの登録者数が

人ほど増えている。

小牧市内は６つの日常生活圏域に分けられており、その圏域ごとに認知症対応コーディ

ネート委員会が設置されており、民生委員、自治会、ボランティア等が委員として参加し

ている。認知症の徘徊声掛け訓練は、その委員の方々にも協力していただき、徘徊高齢者

役になっていただいたり、説明に加わっていただいたり、寸劇に入っていただいたりした。

そういった形で地域の方にも協力していただいている。

もともと平成 年度の愛知県のモデル事業「認知症地域資源活用モデル事業」である。

小牧の場合、圏域は６つであるが包括は４つ、社協は３圏域を持っているという状況で、

再来年の４月から、そのうち１つは、また単独になる予定である。

それぞれの圏域ごとに認知症に対する取り組みをしていくため、モデル事業で１つ、２

つ、小牧市の中でも先行して見守りをしていこうという動きが出始め、それが各地区に順

次広がっていき、平成 年に全地区で行うことができた。
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警察や医師等、様々な方を含めて、それぞれの圏域ごとの委員会があるため、それを基

に、声掛け訓練を行っている。平成 年は、市全体で行うという計画であったが、台風に

よって中止となり、昨年、初めて市全体の訓練として、小牧駅から市役所までの間での訓

練を行った。しかし、小牧は田舎であるため、あまり人がいなかった。よって、今年は、

４つの包括でそれぞれ、地元のスーパー等地元の人が集まるところで、地元の方々の協力

をいただいて、訓練を行った。

2) 徘徊事例の概要について 

（ ） 歳、男性、死亡事例

平成 年 月 日ごろに行方不明になった。実際に届け出が出てきたのは、平成 年

月 日である。それまで、この方については、市としては特に関わりがなかった。なぜ

なら、要介護認定を受けておらず、その他の福祉サービスについても、利用は全くなかっ

たからである。

平成 年 月 日ごろに行方不明になり、実際に発見されたのが 月 日になってか

らのこと。要介護認定は持っていなかったが、認知症はあり、また、認知症以外にも糖尿

病の持病があったと記録されている。

妻との二人暮らしで、主に妻が身の回りのことをしていた。妻もこの男性と同じぐらい

の世代で、いわゆる老老介護の状況であった。

市としては、今までのサービスの利用歴がないことから、把握している情報は以上であ

る。

この事案の最初の認知は 月 日の 時で、電話連絡であった。その後、まだ捜索願い

を受理していない段階で、県警に出動要請をして捜索するも発見に至らなかった。そして、

翌日の午前中に捜索願いを受理し、警察が捜索を継続していたが、見つからなかったため、

月 日の午後 時 分、ネットワーク手配を実施した。

月 日に、篠岡（居住地）の近くの野口という地内で、自殺（縊死）の死体で発見さ

れるという結末となった。発見された野口というところは、小牧でも東部の山間地帯であ

ったため発見が遅れた。

この方は脳機能障害と認知症ということで国立長寿医療研究センターに通っており、病気

を苦にしていたのではないかと考えられる。認知症がどの程度であったのかは市役所も把

握していなかったが、高次脳機能障害があるということで、脳血管性の認知症と思われる。

脳血管障害の場合は、血管が破れたり血管が詰まったりして、そこに養われている領域は

アウトになるが、別の血管が生き延びていて養われている領域はセーフである。だから、

神経細胞が死んだ領域だけは記憶がなくなるが、それ以外は全て記憶が残っている。つま

り、まだら状態であるので、自殺念慮や自殺実行能力があるといえる。しかも、山の中に

入り、その日のうちに自殺しているということを考えると、この方は認知症による徘徊行
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方不明による行路病死、死亡というよりも、むしろ、本人が自殺をしようとして出掛けた

という可能性も十分あると考えられる。

（ ） 歳、女性、生存事例

要支援１で、認知症高齢者の日常生活自立度は 、障害高齢者の日常生活自立度が 、

介護認定も持っている方である。この方は、平成 年 月から地域の包括支援センターが

関わっていたケースである。

最初に関わり始めたのは平成 年 月 日からである。別居の長女が包括支援センター

に、デイサービスを利用してほしいと思っているということで、相談にきたことがきっか

けである。本人は独居であるが、別居の長女が気に掛けて、いろいろ周りのことをしてい

たということである。

認知症見守りネットワークに情報を配信したのは平成 年１月のことであるが、それま

でにも行方不明になったことがあり、それが平成 年の 月と 月。いずれも「自宅に

帰る」と言って、市内もしくは近隣市町で保護されていた。

平成 年１月 日は、自宅から出掛け、そのまま行方不明になったということで、長

女が通報した。長女はデイサービスの利用を希望していたが、本人が拒否したため実際に

はデイサービスの利用には至らなかった。体験利用自体はスムーズに何回かされたが、い

ざ本利用となったときに、やっぱり行きたくないと拒否された。１月 日に行方不明にな

り、認知症見守りネットワークに配信をした。

警察への入電は午後 時 分。そして、発見が午後 時 分。警察官が発見した。こ

の方については、その１週間前にも一宮で発見されており、その後、江南や稲沢でも発見

保護されている。１月 日に発見されたときは、自宅のすぐ隣の地区（直線距離で ㎞も

ないところ）で発見された。

（ ）事例を通して

全国調査では、認知症による徘徊で一番多い死亡は溺死、水死であった。用水路等に間

違って落ちてしまうというケースが、死亡につながっていると考えられる。また、冬場の

死亡率が高い。低体温症と、凍死である。身近にある水路というのは、徘徊の高齢者にと

っては非常に危ないところのようである。しかし、多くの人が死亡を回避し保護されるに

至るのは、住民の 番によるものが多く、地域の協力は必須であると考えられる。

最近は、地域ケア会議と連携して近隣の方によく見ていただくような体制をつくること

等を考えているが、徘徊が発生し、メールを配信した後のフォローがなかなか現状ではで

きていない。一回起こると必ずまた起こるということがあるので、いろんなケア会議を通

して近隣の方とも連携を組んで見守るということも必要であると考えているところである。

小牧市はコーディネート委員会を拡大して支え合い会議にして、地元の力でケアしていこ

うということを今、施策として努力しているところである。そういった形で個人の、個別
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のケア会議で、その方の徘徊に対して、近隣の方たちで見守って、どこかに行っているな

らば、少し声を掛けてもらう等の対策が取れれば、少しは減るのではないかと考えている。

また、小牧市について言えば、徘徊者は圧倒的に男性が多いということと、要介護度は、

実は半数が申請されたことがないという特徴がある。徘徊の時間帯については、午前中が

多かった。また、配偶者だけでなく、他にも息子や娘が同居しているケースも多かったと

いうところも、１つの特徴である。

3) 徘徊・見守り SOS ネットワークの効果的な運用について 
実際に今後何をしていくかという予定は、具体的にはないが、今後は継続してネットワ

ークを広げていきたいという思いはある。

小牧市は人口 万何千人で、今は協力員が１％にも満たない状態であるため、広げてい

く必要があると考えている。

もう１つは、これからさらに、施設、病院ではなく地域へという流れになっていくと考

えるため、地域ケア会議や、圏域ごとの支え合い会議等の役割はかなり大きくなってくる

と考えている。

警察が行える支援としては、いなくなってからすぐに探し出すこと。そして、もし身元

が分からない人であれば、早く身元が分かるようにするという対応である。徘徊の予防対

策は警察のテリトリーではないため、なかなか警察の立場では難しい。しかし、行方不明

者を登録してあるシステムを警察は持っているため、繰り返し保護されている人は、発見

すればすぐ分かるようになっている。

自治体としても、本人の意に反して家に縛り付けておいたりすることはできないため、

徘徊しないようにというよりは、徘徊しても大丈夫な地域を目指している。しかし、そう

いった仕組みをつくっていくことは簡単ではないため、市内全域でというよりは、今把握

している家庭の周りだけでもということで、少しずつ進めていこうとしている。

特に、頻回に起こしている人に対して、何らかの見守りを強化するような取り組みを考

えている。地域ケア会議や民生委員、その他の人（例えば、新聞屋、配食屋、郵便屋等の

家に訪ねることのできる人）に何か異変がないかチェックをしてもらうというようなこと

である。現状では、徘徊というわけではなく、例えば新聞がたまっているとか、そういう

ところで、宅配サービス、新聞、金融機関等との協定で、異変があったら市に連絡が来る

ようになっている。しかし、なかなかそれで徘徊を防ぐことにはつながっていない。

一昨年の調査によると、届け出が遅くなればなるほど死亡率が高くなる。また、意外と

遠くで亡くなる人より、近く（生活圏域 メートル以内）で亡くなる人が多いという状

況がある。それから、もう１つは、独居の方の死亡率が圧倒的に高い。
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2. 豊川市  
 
1) 認知症高齢者の行方不明対策に関する取組について 

（ ）豊川市の概要

平成 年 月１日現在の人口は 万人である。そのうち高齢者、 歳以上の方が４万

人、高齢化率は ％でほぼ４人に１人が高齢者という状況になっている。さらに、

この中でも徘徊の危険がある認知症状のある方（軽度の方も含む）は約 人程度いる

のではないかと予想されている。また、高齢者のみの世帯は 世帯、一人暮らし高齢

者は 人程度いる。

豊川市は平成 年まで周りの市町村との合併を繰り返し、最後は平成 年までに３度

の合併を行ったことで、現在の豊川市が出来上がった。面積は 平方キロメートル程度

である。南のほうは一部分が三河湾に面しており、海のある地域でもあり、その他の部分

（陸地）は、他市町村に囲まれている。岡崎市や新城市と面している北部方面は、どちら

かというと平野部ではなく山間部になっており、あまり交通網もなく、いわゆる集落とい

うのもポツポツとあるような状況で、人口的にはそれほど多くない地域になっている。

合併前の豊川市のところには、様々な交通網が整備されており、東名高速道路、太い幹

線道路として国道 号線と国道１号線が市内を走っている。さらに、海に面しているあ

たりは、国道 号線が一部新幹線と並走するような形になっている。また、市内の中心部

には太い道として県道５号線、通称「姫街道」がある。その他の公共交通機関としては、

東側のほうに電車が１本、名古屋鉄道、市内ではバス路線として、豊鉄バス、豊川市が独

自に実施しているコミュニティバスのバス路線がいくつか通っている。

（ ）認知症高齢者に向けた事業

① 端末対応事業

端末を徘徊高齢者に所持してもらい、もしその方が行方不明になった場合は、その端

末を通じて居場所が判明でき、その方の救助に駆け付けたり、家族が駆け付けたりするこ

とができるような端末の対応事業をしている。この事業に関しては、少し利用者に負担し

ていただく部分がある。今現在は、利用者が市内で 名いる。

② 高齢者地域見守りネットワーク事業

もし徘徊高齢者がいた場合、警察に行方不明届け、捜索願いが出された際に、協力ネッ

トワークを通じて、市からファックスやメールで行方不明者の捜索協力依頼を配信すると

いうものである。この事業は平成 年度に開始し、豊川警察、市内の事業所、一般市民の

方々に協力していただき、ネットワークを構成している。

徘徊の心配のある方は事前登録が可能になっており、また、登録がない方でも、希望す

れば配信は可能である。事前登録者としては、平成 年の開始から現在までで 名の方
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が登録をしている。

普段の生活の中で高齢者の方に携わるところでは、普段どおり、変わりがないかという

ところを見守ってもらえれば結構だが、万が一、行方不明の届け出が出たり、捜索依頼が

配信された場合は、それぞれの方々の日常生活等を業務に支障のない範囲で捜索に協力し

ていただき、その上で、もし発見した場合は一時的に、引き取りが現れるまでは保護をし

てもらうような形になっている。また、そのような協力をしていただいている事業者には、

豊川市のほうからステッカーを配布している。

高齢者が行方不明になった場合、家族や支援している方々が警察に行方不明の捜索依頼

を出し、その後、市役所に、警察を通じて配信依頼というのを送ってもらい、それを市が

配信する。発見・保護に至った場合は、その連絡を市が受け取り、その旨を伝える配信を

行う。

ネットワークに協力する事業者や一般市民の方に個人情報がある程度広まる形になるた

め、そのような配信に対する同意がある方についてのみ配信をしている。そのため、行方

不明届けが出た高齢者全員分の配信ということではない。

介護高齢課で設けている行方不明者のネットワークのメール配信だけではなく、人権交

通防犯課の中で、犯罪の情報や火事の情報などを配信するような「とよかわ安心メール」

というメール配信システムもある。仕組みはほぼ、介護高齢課のものと同じであるが、と

よかわ安心メールのほうに捜索依頼を流したいと希望する方もいる。こちらの場合は、メ

ール配信とともに、いわゆる町内の防災無線でも、「どこの町内から年齢おいくつぐらいの

方が行方不明になりました」というようなことも併せて配信するため、警察に届け出があ

ったときに、こちらの「とよかわ安心メール」を希望する方も一定数いるということであ

る。当然、こちらと介護の方と、両方同時に流すこともできるので、両方配信を希望され

る場合もある。

「とよかわ安心メール」の方は、防災・防犯や気象の情報と一括の配信になっているた

め、高齢者のことだけではないということで、 日現在では２万 人ぐらいの方々が

登録している。こちらは、例えば小学生、中学生の行方不明ですとか、不審者がいたとい

うような情報も流れるものであるため、子どものいる方が多く登録している。

夜間や閉庁日に届け出があって、家族から情報を流してほしいというような意向があっ

た場合、職員が自宅等から出ていき作業をして流している。配信マニュアルというものが

あり、配信を行う職員の名前と連絡先が記載されており、この上から順に、例えば閉庁日

は、宿直を通じて連絡を受け、その上で、１番の方が対応が難しければ、２番、３番とい

う形で市役所に出向いて、情報の配信をしている。ただ、市役所は基本的に業務は 時ま

でと決まっているため、仮に深夜等に連絡があったとすると翌朝の配信となる。深夜の時

間帯の対策としては、豊川市内を回っているタクシー事業者（ 社）と連携し、一斉にタク

シー無線で流してもらい、動いている車の運転手に情報を伝え、アンテナアップをしてい

ただいていれば、すぐに連絡をしてもらうという方法を取っている。
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③ 高齢者見守りキーホルダー配布事業

この事業は、高齢者地域見守りネットワークに沿うような形であるが、もし徘徊高齢者

を一般の方が発見したときに、その方がどこの誰なのかが分かるように、名前と管理番号

などの一人一人違うものが入っているようなキーホルダーを、状況に合う方に無償で配布

している。

それを所持してもらい、もし行方不明になった場合は、それを見掛けた方が、何番の何

という人が迷っているという連絡し、それに基づいて市が、登録情報を探索の上、家族等

の緊急連絡先に連絡をし、保護・引き取りに至るというものである。

認知症状の懸念がある方だけでなく、日々の生活に不安がある方（一人暮らしの高齢者

等）も対象にしており、昨日までで 名の方が登録している。つまり、全員が認知症状

の恐れがある、徘徊の恐れがあるということではなくて、一人暮らしで、今のところは健

常であるが、万が一、例えば倒れたときなど、家族もおらず、見守ってくれる人もいない

ため、何か登録しておきたいという方も利用しているということである。この事業の方が

に比べて、無償で気軽な分広まっているのではないかと考える。

この事業が効果的に活用された事例としては、４月８日に行方不明になった方が か月

後、豊橋市の海のあたりで保護されたものがある。豊橋警察から、このキーホルダーを見

て連絡をもらったということである。

④ 認知症施策推進事業

平成 年度４月から開始している。この事業は、市内の高齢者相談センターに推進員を

配置し、推進に係る事業を行うというものである。

国の介護保険制度の中での包括的支援事業という、事業の中の重点事業として認知症施

策を進めていく方針があり、それに基づいた事業である。特にこの中で具体的にやってい

るのは、認知症地域支援推進委員を設置して、上にあるような事業内容を認知症地域支援

推進委員を中心として対応していくということである。

⑤ 認知症カフェ

現在、市内の９カ所で定期的に実施されており、それぞれの法人が運営しているが、市

も支援している。認知症の方の相談を受けたり、認知症の方を気軽に連れて来られるよう

な取り組みである。

2) 徘徊事例の概要について 
（ ） 歳、男性、死亡事例

行方不明の届け出日が平成 年４月１日であり、警察に家族が届け出をした日が３月

日である。

この方は一人暮らしで、３月下旬に、この方の兄が、しばらく弟の姿を見ないというよ
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うな相談を民生委員にしたことから、民生委員が市役所に連絡を入れた。

まず自宅の中を確認したかどうかという話をし、一応夜、民生委員が兄と一緒に自宅の

中を確認したが、見当たらなかったため、市に相談があった。暗いところで確認をしたと

いうことであったので、翌朝、明るい時間帯にもう一度よく宅内を確認し、いなければ行

方不明の届け出を警察に出したほうがいいというアドバイスをした。

兄弟間の関係性があまり良くなかったこと、地域が田舎の風土的な地域であったことか

ら、届け出をしたときには、防災無線の放送もメールの配信も、ご近所の手前、したくな

いという意向を兄が持っていた。そのため、届け出はしたが、防災無線の放送やメール配

信はされなかった。

民生委員や市が「ご親族の意向が一番だけれども、やはりご本人のことを考えると配信

をしたほうがいいと思います」というアドバイスをしたが、やはり防災無線は嫌だという

ことであった。しかし、メールだけならいいということで、４月１日に、遅れてメール配

信の依頼が届いたという経緯がある。そのため、実際に行方不明になった日から市が把握

したメールの配信の受付日の間にかなり日にちがあるということとなった。もともと一人

暮らしであったため、いなくなった当時の詳細は全く分からない状況で、背格好について

の配信を行ったということである。

結果、４月 日に警察から、蒲郡市内の大学の南側の斜面で、亡くなられた状態で発見

された。当時、草刈り作業中の業者が見つけたと聞いている。死因は不明ということであ

り、死後３、４週間たっているという結果が出ている。

（ ） 歳、男性、生存事例

家族と暮らしている中で行方不明になってしまったというような事例である。届け出は

妻から豊川警察のほうに出ている。

妻が自宅にいるところで、本人が整形外科の病院に出掛けるといって、出掛けていった

ところまでは把握しているが、それ以降、戻らないということで、警察のほうに連絡があ

った。

背格好など詳しい内容を含めて、ファックスおよびメールで配信を行った。写真も家族

のほうから提供していただけたため、顔写真も併せて配信した。

この方は、高齢者見守りキーホルダーを、行方不明になる２、３週間前ぐらい、平成

年 月 日の時点で、希望届け出をいただいており、発行していたが、行方不明になっ

たときにはキーホルダーを持っていなかったため、キーホルダーに基づいて早急な発見に

至ったというような事例ではない。

この方は、その時点では要介護状態になっており、要介護１がついていた。平成 年

月に初めて介護の申請をされて、そこで要介護１が付き、その後、更新等に至って、今は

要介護３の状態から、また見直しがかかっているような状況になっている。だんだんと、

２年たつうちに介護状態は重くなってきていると思われる。
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配信は 月 日の時点行い、その２日後に発見された。履き物を履かずに家から出て

おり、隣の市の新城市内を靴下で徘徊している本人を、一般人が発見し、警察へ通報があ

り、保護に至って、無事自宅に帰ってきたという経緯となっている。大体 キロぐらい歩

いたところで発見・保護されたというような状況である。

3) 徘徊・見守り SOS ネットワークの効果的な運用について 
徘徊の範囲は市内とは限らないため、近隣の市町村との ネットワークは重要である。

豊川市は、主に豊橋市や新城市と、普通のネットワークの事業者と同じように登録の形を

取って、徘徊する高齢者の情報の配信を相互にするようにしている。あくまで内部的な調

整で、書類を取り交わしているわけではない。また、豊川市も豊橋市から情報が来るが、

それを豊川市のネットワークで流すということはしておらず、市の介護高齢課で把握して

いるという形である。個別に配信の依頼があれば対応するケースはあるが、現在はこのよ

うな情報共有の方法を取っている。ただ、今後、東三河地域は広域連合で、東三河８市町

村で介護保険の事業をしていくという話の中で、このネットワークも各市町村でやってい

るものを一緒にやるという話が進みつつある。

豊川市として、今後力を入れていこうとしているものは つある。

１つは、広域での近隣市町村との連携である。徘徊事例を見ると、市外で発見されるケ

ースが、やはり相当数あるが、今のネットワークの運用は基本的に豊川市内しか想定され

ていないので、広域での近隣市町村との連携というのは非常に効果的ではないかと考えら

れる。

もう１つは、早期の届け出の啓発である。行方不明になったときには早期に届け出をし

てもらい、早く防災無線の屋外拡声器で、明るいうちに流すと、かなり発見率が高いとい

う印象を、経験的なものであるが感じている。そのため、早期の届け出の啓発というのも

大切なことではないかと考えている。

また、徘徊した方に一般市民の方が気付くことも多いため、市民の方の意識を高めても

らうためには、徘徊の捜索模擬訓練が効果的であると考えている。豊川市では、このネッ

トワークを始めた平成 年度から、年に１回、場所を変えて模擬訓練を開催している。次

回は２月 日に、豊川警察署の協力を得て、国府地区で実施する予定である。

徘徊者役をつくって、その人に実際に外を歩いてもらい、このネットワークに協力して

いただいている機関に立ち寄りながら、そこで認知症の人への対応の訓練を介護事業者や

薬局でやってもらい、会場に来ていただいた方に外に出てもらって、実際に道で声掛けの

練習をしてもらうというような形で進めている。その一方で、会場で実際に行方不明にな

ってから警察に届け出るまでを寸劇のような形で行っている。豊川警察署の方にも協力し

ていただき、家族役、ケアマネジャー役等をつくって寸劇をやりながら、一方では徘徊者

が回ってきて声掛けの訓練をするという、大きな構成で、毎年１回行っている。基本的に

は、このネットワークに登録している事業者に案内をするので、一般という意味では、例
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年 ～ 人の地域の老人クラブやボランティア団体の方が参加している。
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本研究では、平成２６年度の愛知県下における認知症高齢者の徘徊に関するデータを県

下５４市町村および県警察の利用可能な（連結不可能匿名化された）データについて提供

を依頼し、収集されたデータについて分析したものである。本研究を通して得られた徘徊

予防対策の構築に向けた示唆点を以下で示す。

1）徘徊認知症者に関する自治体調査から 
 
① 早期発見に向けて

徘徊認知症者の中で、事前に徘徊の恐れのある者として「ケア会議」等で検討されてい

たのは に過ぎなかった。また、「見守りネットワーク」に登録されていた者も

であり、多くはなかった。見守りネットワークを利用している者の方が利用していない者

よりも早期に発見されていることから、徘徊認知症者に関する情報を地域ケア会議等で共

有すると同時に、見守りネットワークの広報や体制整備や登録率を高める取り組みが必要

である。

② 徘徊認知症者の早期発見対策の構築に向けて：自治体データと県警のデータから 
徘徊認知症者の中には、住所・氏名を他人に伝えられない者や、車や自転車で移動する

ケースがある。前者に関しては、保護されても身元の確認につなげられないため、本人確

認が可能なものを普段から身につけさせておく必要がある。しかし、携帯電話（GPS 機能

付きを含む）を所持しても、徘徊時には自宅等に置いたまま移動するケースが少なくない

ことから、衣服など常時身に着けていられる形態のものでなければ効果発揮しない可能性

もあると思われる。後者の車や自転車で移動するケースに関しては、事故や長距離移動に

よって発見を難しくさせる可能性もあるため、認知症と診断された場合、車や自転車に乗

らせないようにする取り組みが必要である。ただし、結果には示さなかったが、テキスト

分析の結果から、家族が気を付けていても、目を離した隙に車に乗って行方がわからなく
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なるケースもあった。 

2）警察データを用いた徘徊認知症者の行方不明時と発見時の状況分析から 
 
① 徘徊による行方不明を繰り返すケースへの対応 

テキスト分析の結果から、徘徊による行方不明を繰り返すケースが 112 件みられた。短

期間のうちに何度も行方不明になっているケースもみられることから、家族だけで徘徊認

知症者をコントロールできていないか、専門家による介入が行われていないケースが少な

くないと思われる。一度でも行方不明になった者に関しては、認知症の専門家や見守りネ

ットワーク等による支援に即につなげられるように、地域内の様々な機関内が地域ケア会

議等で情報を共有できるシステムを構築し、重点的に支援を行う必要があると思われる。 
② 年齢が若いほど発見までの時間が長い 

徘徊認知症者を年齢区分別で分析したところ、行方不明になってから発見までの時間は、

年齢区分が低くなるにつれて長くなる傾向がみられた。行方不明になってから発見までの

時間をみると、85 歳以上は 12.0 時間（中央値 9.3 時間）であったが、75-84 歳は 13.3 時間

（中央値 9.8 時間）、65-74 歳は 16.5 時間（中央値 12.4 時間）、64 歳以下は 18.3 時間（中

央値 17.5 時間）であった。 
この結果から、年齢が若いほど徘徊していても周囲から気付かれないか、あるいは、後

期高齢者に比べて前期高齢者は身体機能が高いため、遠方まで行ってしまい、発見までの

時間がかかってしまっている可能性などが示唆される。今後は、年齢区分別の徘徊認知症

者の特徴をより詳細に明らかにし、年齢別の徘徊対策の構築につなげる必要があると思わ

れる。 
② 自治体と警察の役割分担 

徘徊認知症者の発見は、一般人（一般市民）などから通報を受けて警察官が対応するケ

ースが最も多かった。この結果から、基本的には、行方不明者への対応は警察が中心に行

い、自治体は一般市民に対する徘徊認知症者に関する教育・啓蒙活動や徘徊認知症者が行

方不明になることを防ぐ地域づくり（見守りネットワークの構築）に専念するなど、両者

の役割を分担していくことが効率的な徘徊認知症対策の構築につながると考えられる。今

後は、見守りネットワークの構築等への根拠を蓄積するために、認知症者の徘徊を防いだ

成功事例等の分析や，行方不明時や発見時の状況の分析など、より多面的に検証する必要

がある。 

）死亡ケースの分析から

① 一人で外出する認知症者が行方不明→死亡となるケースがみられた。特に認知症初期
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では、一人で外出する当事者が少なからずいると予想されるが、認知症の進行により行方

不明のリスクが高まることを前もって家族や介護者に啓発し、対策を講じることが必要で

ある

② 介護力が低いと考えられるケースでは、警察への届け出が遅れる場合がある。死亡を

防ぐには早期探索が重要である。地域ケア会議では、これらのケースを検討する際、徘徊

対策も行うべきである

③ 自殺企図が疑われる徘徊例が複数みられた。自殺企図のある行方不明も徘徊の一部と

位置付けるのであれば、特に認知症初期に併発することが多いうつ予防対策も重要と考え

られる。

④ 透析やインスリン注射を必要とするような認知症者の徘徊は死亡につながる恐れもあ

り、早期発見体制を予め整備することが重要と考えられる。

）自治体における今後の課題～ボランティアのニーズ調査から見えてきたこと

① 住民ボランティアとの連携に向けて

徘徊などによる不幸な事故を防ぐための地域づくりには、ボランティアなどの住民力

を活用する力が今後の自治体には必要である。そのためには、自治体と住民の間に「必

要な時に相談できる・支援が得られる」関係が構築されることも鍵になると思われる。

ボランティアの聞き取りからは「行政の仕事を丸投げしている」とか「こちらから情

報を提供してもその後どうなったのか教えてくれない」「もっと地域の情報を開示してほ

しい」という声も聞かれたが、ボランティアが地域で活動するためには、自治体や地域

包括支援センターなどによる支援（場所などの提供、市報への掲載、困った時の相談窓

口など）は不可欠である。医療福祉分野の専門職や当事者など一部の人が地域における

活動を立ち上げる例は多いが、認知症ケアの先進自治体では、その際に、自治体が支援

することで、住民の理解が進み、ボランティアが育つ事例は多い。

② 自治体職員と一般市民の協働に向けて

認知症になっても可能な限り地域で住み続けるためには、一般住民による「緩やかな

見守り」に加え、自治体、地域包括支援センターなど関係機関との連携が不可欠である。

そのためには、自治体の担当職員が地域の状況を把握している必要がある。今回のニー

ズ調査の一環として行ったフォローアップ研修では、自治体担当者もグループの一員と

して住民との話し合いに参加したが、その結果、住民の率直な声を聞くよい機会となっ

たとの声が聞かれた。このような、行政、住民の枠を超えた話し合いの場づくりは今後

ますます必要になると思われる。市民の力を活用するためにも、自治体側も一緒に活動

していこうという姿勢が必要と思われる。

③ 横のつながりの構築に向けて
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一般ボランティアの活動支援に加え、住民ボランティア同士の交流の機会を設けること

も重要である。交流により仲間が増え、新しい連携が生まれたり、地域の問題の解決につ

ながる例は多い。

）自治体・一般向けメッセージ～まとめに変えて～

平成２６年度の愛知県全県下での市町村の徘徊事例の分析から、以下のようなことが明

らかになってきた。 
① 認知症高齢者の徘徊は、幅広い年齢で発生しているが、特に７０歳代から８０代にか

けて発生していること。 
② 認知症の基礎疾患は多様で、どのタイプの認知症でも発生すること。 
③ 徘徊をきたした時点での認知機能も様々で、ごく軽度であっても、またある程度認知

障害が進行していても、徘徊は発生すること。 
④ 認知機能障害の程度よりも移動能力の程度がより徘徊と関連性が高い。 

すなわち、移動能力（歩行能力）の維持されている例での徘徊が多いこと。 
⑤ 徘徊の多くは繰り返すこと。 
⑥ 徘徊時に要介護認定を受けているものは全体の６０％程度にとどまっている。要支援

者あるいは介護保険未申請・未利用高齢者にも徘徊が生じていること。 
 

従って、認知症高齢者での徘徊は高齢者本人の認知症の原因や程度という個人的な特

性により発生しているというよりは、本人以外の要因、特に家庭的要因や地域や自治体の

（徘徊に対する）ネットワークの準備状況など社会的要因などの、いわば環境要因が大き

いと考えられる。 
 
認知症高齢者の徘徊により行方不明となった場合、その発見が重要となるが、その要因

として次のようなことが重要と思われる。 
 

① 認知症高齢者で徘徊のある方は、何度も徘徊を繰り返す可能性が高く、そのよう

な場合には、近隣の方や商店（お店）そして近くの交番（地域安全センター）に

写真を示して、一人で歩いているときには、積極的に声掛けをお願いしておく。 
② 徘徊の恐れのある高齢者に関する関係機関の情報共有は必須の事柄と思われる。

従いって、近隣の人だけでなく、（介護保険申請によるサービス受給の場合には）

ケアマネージャー、通所介護（デイサービス；予防含む）施設担当者、地域包括

支援センター、市町村担当窓口、警察等への提出がポイントになると思われる。

特に市町村で「徘徊高齢者 SOS ネットワーク」などの体制がある場合には積極的

に登録を進める必要がある。このような場合には個人情報保護の視点から、本人
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もしくは家族からの同意書等が必要となる。 
③ 徘徊を繰り返す高齢者ではやはり住所・氏名の判るものを衣服などに縫い付ける。 

あるいはＧＰＳ（貸出制度も含めて）の活用を図るなどの対策を考慮すべき。 
④ 今回の愛知県下市町村あるいは警察の貴重なデータの分析から、認知症高齢者の

徘徊・行方不明に対する最も重要な対策は「早期届け出（通報）」、「早期捜索開始

（初動捜査の重要性）」が明確になったと思われる。一般市民の方への普及啓発が

非常に重要である。「徘徊対応情報発信システムの構築」や「近隣市町村との情報

共有システム構築」そして「市民参加の模擬訓練」などを通じて予防対策を充実

していくことが急務と考えられる。 
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